
案件名称 2023年８月23日回答

質問項目 管理番号 質問内容 回答内容

入札参加者資格

1

入札参加者の形態について、単独企業、共同企業体と記載されておりますが、

共同企業体の場合、代表企業を2社とすることは可能でしょうか。

不可能です。代表企業は１者としてください。

入札参加者資格

2

業務実績等項目の【②上記の実績に相当する実績】について弊社は以下の実績がありますが、これは相

当する実績として認められますか。

・G20首脳会議開催中の行政施設（咲洲庁舎）におけるテロ対策強化のための常駐警備。

・G20首脳会議開催中の公共交通機関におけるテロ対策強化のための雑踏警備。

・G20首脳会談開催中の関西国際空港におけるテロ対策強化のための巡回警備。

・東京2020オリパラ聖火イベントにおける雑踏警備。

・飛鳥ハーフマラソンにおける雑踏警備及び交通誘導警備。

質問回答では、個別の業務実績について参加資格を満たすか否かの回答は致しかねます。

実績が参加資格を満たすか否かは、事後審査資料により案件の規模や性質等及び業務内容を確認した

うえで判断します。

なお、参加資格の（９）業務実績等については、その趣旨として、①「国際博覧会等の大規模イベントに

おける雑踏対策等の警備実績」「国際会議等におけるテロ対策等の警備実績」②これに相当する経験を

求めています。

例えば、「大規模イベントにおける雑踏対策等の警備」に関しては、数十万人規模の花火大会等の警備

が、「国際会議等におけるテロ対策等の警備実績」に関しては、国際会議等に関連する重要施設等の警

備が、「相当する実績」として認め得ることとなります。

したがって、自社において「相当する実績」と判断するものについては、幅広く実績として提出してください。

申請手続きについて

（共同企業体について）

3

様式5-1「共同企業体等届出書」の提出は入札時（9月29日期限）となっていますが、入札申請時

（8月28日期限）に提出が必要な様式2「一般競争入札参加申請書」の”記入時の注意”に『※共同

企業体等で申請する場合は代表企業が申請してください。』と記載があります。

共同企業体の組成及び代表企業、構成員については入札申請時（8月28日期限）までに決定してい

る必要があるのでしょうか。

入札参加申請時に共同企業体構成が定まっている場合には、共同企業体の代表者が申請してください。

入札参加申請後の共同企業体の組成・変更は可能ですが、入札参加申請を行っていない者が代表企

業として入札に参加することはできません。

申請手続きについて

（共同企業体について）
4

入札申請時（8月28日期限）に共同企業体組成が決定していない場合、各社が様式2「一般競争入

札参加申請書」を提出し、その後様式2「一般競争入札参加申請書」を提出した企業同士が共同企業

体を組成することは問題ないでしょうか。

問題ありません。

申請手続きについて

（共同企業体について）

5

入札申請時（8月28日期限）に提出が必要な書類のうち、様式2「一般競争入札参加申請書」のみ

『※共同企業体等で申請する場合は代表企業が申請してください。』との記載がありますが、様式3、様式

4、様式8、様式12-1については代表企業以外の構成員も提出が必要との理解で宜しいでしょうか。

入札参加申請を行うには、様式２、様式３、様式４及び様式１２－１の提出が必要ですが、共同企

業体の構成員は入札参加申請を行う必要はありません。ただし、入札参加申請を行った者しか代表企業

になることはできません。すなわち、共同企業体の代表企業になる可能性がない場合には、参加申請を行

う必要はありませんが、代表企業となる可能性がある場合には資料一式を提出し、参加申請を行ってくだ

さい。

申請手続きについて

（共同企業体について）

6

管理番号3の理解があっている場合、共同企業体の構成員は様式2「一般競争入札参加申請書」のみ

未提出となります。様式5-1「共同企業体等届出書」の提出期限は9月29日なので共同企業体の構成

員ということが貴協会に伝わってない状態で様式2が未提出となりますが、8月30日に通知される入札参加

資格は問題なく与えられるのでしょうか。

管理番号５の回答をご参照ください。

申請手続きについて

（共同企業体について）

7

4（2）エ「共同企業体としての構成員は、２０社以内とする。なお、再委託や再々委託は妨げないが、

契約書に基づき手続きを行うこと。」とありますが、再委託・再々委託先は構成員以外でも問題ないとの理

解で宜しいでしょうか。また契約書とは独自の契約書で問題ないでしょうか。

再委託・再々委託先は共同企業体構成員以外の企業となります。また、協会と受注者との契約は、入札

公告資料一式に含まれる業務委託契約書を用いますが、受注者と再委託・再々委託先との契約は独自

の契約書を用いて問題ありません。

2025年日本国際博覧会　ゲート警備実施業務（概算契約）
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2025年日本国際博覧会　ゲート警備実施業務（概算契約）

入札参加者の構成

8

A案件の入札に参加する共同企業体の構成員が、B案件の入札では他の共同企業体の構成員になるこ

とは可能でしょうか。

可能です。

入札参加申請及び仕様書

提供申込

9

入札参加申請及び仕様書提供申込の後、入札の参加辞退届を提出した場合、共同企業体の構成員

または再委託先としての参加は認められなくなるのでしょうか。

入札参加辞退は、単体企業として又は共同企業体の代表企業として入札に参加することを辞退するもの

とします。そのため、共同企業体構成員又は再委託先として、辞退した案件に参加することは認めます。

以下余白
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